
株式会社マネーフォワード
クラウド経費本部

本部長　プロダクトオーナー　今
いま

井
い

 義
よし

人
ひと

ケース・
スタディ

月刊 IM  2019-2月号 7

2018
JIIMA

ベストプラクティス
受賞事例

スキャナと経費精算システムの連携が生む
新たな文書電子化

時代のニーズに対応した
文書情報マネジメントを紹介

2018
JIIMA

ベストプラクティス
受賞事例

はじめに

当社マネーフォワードは企業のビジネス
向けクラウドサービスのマネーフォワード 
クラウドシリーズを提供しています。その
中で「マネーフォワード クラウド経費」（以
下「クラウド経費」）は経費精算業務を効
率化するサービスで、電子帳簿保存法ス
キャナ保存制度に対応させました。同時
に社内業務効率化を目的に自社でスキャ
ナ保存の運用を開始し、運用の変更を行
いながら今に至っています。今回ベストプ
ラクティスを受賞した当社事例のポイント
を紹介します。

入力期限毎の区分

スキャナ保存の入力期限の要件にはいく
つか種類があります。要件を極力簡略化
してしまうと、下の図のようになります。入
力期限、入力（または読み取り）する人が
誰か、使える機器は何かの３つです。
ひとつめは早期入力方式でこちらは１週
間以内の期限で、受け取った人以外が入
力するという制限があります。その際に利
用できる機器は複合機またはスキャナなど
が使えます。こちらはあまり採用されるケー
スがありません。
次に業務処理サイクル方式です。この方

式は領収書を受け取ってから最長１ヵ月と
１週間以内に入力する必要があります。一
般的な会社では、１ヵ月に１度経費精算を
行っている場合が多いのでこの方法を選
択するケースが多いです。こちらも同じく
複合機やスキャナなどの機器を利用できま
す。入力する人は、こちらも受け取った人
以外となり、例えば営業の方が自分で受
け取った領収書を自分で入力をするという
事はできません。
最後に受領者入力方式です。こちらは
領収書を受け取った本人が入力する事が
でき、スマートフォンを活用できる事が特徴
です。直近の改正で可能になった新しい
方式でもあります。ただし読み取りできる
のが受け取った人本人となり、改ざんなど
の恐れがあることから、入力の期限が受
け取った日の翌日起算で３日以内と非常に
短くなっています。また、領収書に自筆の
署名をすることも必須の要件となっていま
す。
当社がスキャナ保存制度を開始した当
初の受領者入力方式から、業務サイクル

入力期間の違い

入力方式 入力期限 入力する人 利用機器

早期入力方式 １週間以内 受け取った人以外 複合機
スキャナ

業務処理
サイクル方式

最長1ヵ月＋
1週間以内 受け取った人以外 複合機

スキャナ

受領者入力方式
（特に速やか）

3日以内+
領収書に署名 受け取った人

複合機
スキャナ
スマートフォン
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方式へ変更した経緯と効果は以下の通り
です。

当社のスキャナ保存運用の概要

当社では2017年１月からのスキャナ保存
を行い、2017年10月以降、業務サイクル
方式への切り替えを行いました。大きく３
つの段階に区分できます。

まず業務サイクル対応前でスキャナ保存
の申請前後の経緯です。

●2016年９月 申請をするための規定の整備
●９月30日  当社管轄税務署に申請書

類を提出
●11月15日  東京国税局の調査官が来

社され当社はシステムベン
ダーでもあったため、開発
中のシステムの要件につい
て確認と意見交換を実施

●11月24日  再度国税局と打ち合わせ　

何度か書類のやり取りを実施
●１月１日 書類の電子保存を開始

フェーズ１として、2017年１月１日からの
運用のフローを紹介します。「クラウド経
費」はスマートフォンアプリでの読み取りに
対応しているため、受領者入力方式にて
運用を開始しました。領収書を受け取り、
氏名を記入した後に、「クラウド経費」のア
プリで領収書を撮影します。撮影後にアッ
プロードボタンをします。アップロードボタ
ンを押したタイミングで、タイムスタンプが
付与されますので、ここまでを３日以内に
行います。原本は各社員に配布されている
クリアファイルにまとめておきます。
そして月末に申請を行います。上長は画
像だけで内容を確認します。原本はクリア
ファイルに纏めたものを経理に提出します。
上長確認が済んだ後に、経理が内容
チェックします。この際タイムスタンプが過
ぎているもの、署名がない領収書や画像
に不備がある場合は経理で、画像を差し
替えます。
 

実施してわかったメリット
そしてデメリット

業務効率化の結果を紹介します。当社
の出張が多い営業メンバーで、調査した
結果です。
経費精算の申請作業時間は月間で約
120分かかっていましたが、対応後は40分、
約３分の１まで短縮されています。これは、
主に台紙への糊付けを廃止したことによる
効果です。
一方で問題も発生しました。開始すると
きにはマニュアルを整備し社内周知も行い
ましたが、申請された件数全体の20パー
セント程度の不備が発生しました。
これらの領収書は、すべて経理で再ス
キャンを行っています。もとより初月はある
程度不備が発生することを見込んでおり、
翌月以降は不備の件数は減少していくだ
ろうと考えていました。
実際に２ヵ月、３ヵ月目と不備の件数は
減っていきましたが、５ヵ月を経過しても
13パーセントの不備が残り、一定水準から
下がらなくなる、ということが分かりました。
継続して新入社員が入ってくることと、
一定数の改善が見られない社員がいるこ

フェーズ１の運用フロー 不備の発生
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とが原因です。
主な不備は多い順に、①タイムスタンプ
が３日以内にされていない、②署名がされ
ていない、③写りが悪い、の３つです。特
に、写りが悪いケースは、さまざまなパター
ンがある事が分かりました。
例示した通り、スマートフォンのカメラで
撮影することから、さまざまな不備のケー
スが発生します。

キヤノンドキュメント
スキャナとの連携

特に経理で再スキャンを行った際に役

立ったのがキヤノンのドキュメントスキャナ
でした。画面で画像を確認する際にその
場でスキャンを実行します。「クラウド経費」
と連携して利用でき、読んだ画像から
OCRまたはオペレータ入力により、支払先
や金額、日付情報を自動で取り込むこと
ができます。複数枚を一括で読み取ったり、
大きさが不揃いでも読み取りが可能です。

フェーズ２　運用プロセスの切り替え

2018年７月よりスキャナ保存のＱ＆Ａが
更新され、画像の全件の確認を行うこと
により、業務サイクル処理の要件でもスマー

トフォンで読み取りが可能になりました。
当社では2017年10月より運用方法を業
務処理サイクル方式に切り替えました。
この切り替えにより運用面で以下の点が
変更となりました。

① 領収書の撮影、アップロードのタイミン
グは毎月の経費精算の締め日までの任
意のタイミングで実施、３日以内の撮
影は不要

②領収書への署名を廃止
③ 経理の確認で画像と原本が同一である
ことのチェックを全件行う

③の全件チェックについては、フェーズ
１の運用の際も回収した原本の確認を行っ
ていました。そのため、結果として大きく
手間が増えるという事はありませんでした。
不備発生した領収書の再スキャンを行う時
間が月に６時間かかっていましたので、全
件チェックを行う時間は２時間と経理処理
は効率化されました。以下３点のメリット
が挙げられます。

● 署名が不要になったことで従業員の負
担が減った。人によっては50枚ほど領
収書が発生しており、署名に時間がか
かるため不評だった。
● 読み取りの期限が伸びたことで、タイム
スタンプを３日以内に付与しなくてもよく
なった。
● 上記２点の不備要因がなくなったことに
より、発生する不備は９割以上減少した。

良い例 悪い例○ ×
小さい

折れている

ブレている

斜め

丸まり

手の写り

雑然

具体的なNG例

経理の作業時間キヤノン　ドキュメントスキャナimageFORMULA
https://cweb.canon.jp/imageformula/

 1    
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最終的なまとめとして、スキャナ保存の
実施前は経費精算業務は月に32時間か
かっていました。スキャナ保存の運用開始
１ヵ月目は、経費精算の業務自体の時間
は削減され25時間に減りましたが、画像
の不備による再スキャンの時間が13時間発
生し、合計で38時間と運用開始時よりも
増えました。その後、従業員が運用に慣
れてくるにつれ、不備数も減少していき、
半年程度で26時間（経費精算業務20時間、
領収書再スキャン６時間）にまで減少して
きましたが、一定数の不備が出続けること
から、頭打ち感を感じていました。その後、
業務サイクル方式に切り替え、画像の全件
チェックをすることにより再スキャンの時間
はゼロになり全体としても20時間、スキャ
ナ保存の対応前と比較して12時間の作業
時間削減に成功しました。
この時にもスキャナが活用されました。
経理側で利用することはほぼなくなりまし
たが、今度は現場で活用されるようになり
ました。領収書の撮影が任意のタイミング
で良くなった事により、領収書の発生枚数
が多い従業員はスマホアプリで個別に撮
影するよりも、スキャナでまとめて取り込む
方を選択したのです。

電子取引の活用

電子帳簿保存法には、スキャナ保存以
外に電子取引の要件も規定されています。
実は今回の取り組みで業務効率化が大き
かったのは電子取引の部分です。電子取
引とは、インターネットや電子メールで受け
取った領収書を電子的に保存しておくこと
です。タイムスタンプの付与、あるいは規
定の備え付けによって要件に対応する事が
可能です。通常はWebサイトで購入した航
空券や新幹線などのチケットは、経費精
算する際は印刷して紙で提出する必要があ
ります。チケットの領収書はメールでの受
け取り、またはPDF形式などでWebサイト
からダウンロードできます。この領収書デー
タ（デジタルレシートと呼称）は電子取引で
処理すると、取得した領収書データをシス
テムにアップロードするだけで良くなり、
ペーパーレスが実現します。一例として、
ある従業員の１ヵ月の経費精算を以下に示
します。
この従業員は出張に行ったため、飛行
機やホテルなど合計10枚の領収書が発生
しました。このうち、レストランで会食し
た際の領収書は現場で受け取るため、紙

になりましたが、それ以外は全てデジタル
のレシートに置き換える事ができ、１ヵ月
に発生した紙のレシートはわずか１枚とな
りました。電子取引を活用する事により、
紙の領収書が発生しない、「ペーパーレス
な出張」が既に可能になっています。

まとめと今後の展望

当社は2017年１月の電子帳簿保存法ス
キャナ保存制度の改正されたタイミングか
ら社内で運用を開始してきました。開始当
初は実際には苦労する部分も多かったの
が現実です。タイムスタンプを３日以内で
付与する、署名をするという受領者入力方
式で一定数は不備が出ることはあらかじ
め予想していましたが、想定よりも多くの
不備が出続けた結果となりました。しかし、
2017年７月のＱ＆Ａの変更により業務サイ
クル方式でもスマートフォンでの運用がス
ムーズになり、悩ましい不備発生の問題が
解決され、業務が効率化されました。
そしてスキャナ保存だけでなく電子取引
の活用が経費精算業務における電帳法活
用の最も重要なポイントだと考えています。
上手く活用する事で現時点でも多くの紙を
デジタルのレシートに置き換える事が可能
ですし、今後もデジタルレシートを利用で
きる機会が増えていく見込みです。経費
精算のペーパーレス化、というのが一つの
トレンドとなっていく事が予想されます。

ペーパーレスな経費精算
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